
～ 令和 5年度年会費 口座振替のお知らせ ～ 

      会員のみなさまへ 

        令和 5年度年会費の口座振替について、下記のとおりお知らせいたします。 

ご確認の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

1.【口座振替日】 

◆琉球銀行・沖縄銀行・ゆうちょ銀行等◆ 

                  令和 5年 2月 20日 （月） 

 

◆沖縄海邦銀行・農協・労働金庫等◆ 

令和 5年 2月 27日 （月） 

 

2.【口座振替金額】 

◆支部に入会している会員様    8,000円 

（内訳：日本協会年会費5,000円 県協会年会費2,000円 支部年会費1,000円） 

 

◆支部に入会していない会員様   7,000円 

（内訳：日本協会年会費 5,000円 県協会年会費 2,000円） 

 

3.【会員継続をご希望されない場合】 

会員継続をご希望されない場合は、FAX・メールにて退会届のご提出をお願いします。 
 
≪  退会届はこちら  提出期限：令和 5年 1月 31日（火）  》 

 
提出期限を過ぎますと、口座振替が行われます。振替された年会費については返金 
致しませんので、ご了承ください。 

 

 
 

※残高不足等により口座振替ができなかった場合は、再度の口座振替は行いません。
R5.3/31までにお振込にて納入いただきます。 

 
※R5.3/31 までに会費納入がない場合は、会員資格喪失（退会）となります。一旦
資格喪失になりますと、再入会には入会費が必要となりますので、ご注意ください。 

 
※R4.12/１以降にご提出いただいた口座変更届については、金融機関の処理や、そ
の他の事情により、今回のお振替に間に合わない場合がございますので、ご了承く
ださい。 

 
※メールアドレスを登録されている会員様には、上記お知らせをメールにて送信してお
ります。郵送での通知は行っておりませんので、ご了承ください。 

https://www.okicare.jp/sites/default/files/users/user15/2022-07/taikai_220210.pdf

